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無線局申請関係

旧適合表示無線設備の効力

旧型検機器の効力

経過措置

施行期日

H19.9.3

無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る経過措置 （海上関係　H27.10.22現在）

H17.12.1
2007/9/3

H19.11.30 H29.11.30 H34.11.30
2005/12/1 2007/11/30

スプリアス発射及び不要発射の強度確認届（H34.11.30まで）
H34.12.1以降も新スプリアス確認設備として使用可能

再免許申請は、
H29.12.1以降も申請できる。

新規格旧規格

旧規格によることができる（経過措置）旧規格

旧規格 設置が継続する限り検定の効力は有効

旧規格 技術基準適合証明等の効力を有する

検定の効力を有する

H29.11.30までに、免許、
予備免許又は変更許可
が必要

旧規格申請
H19.11.30以前に製造の機器は旧規格で申請できる
H24.11.30以前に製造の航海用レーダーは旧規格で申請できる

H34.12.1以降も運用する場合は、
H34.11.30以前に新規格の無線設備
に変更又は確認届を提出しなけれ
ばならない。

旧規格 新規格の型式検定に合格しているものとみなす

H34.12.1以降は、該当表
示が付されていないもの
とみなす
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